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１．導入の背景

予算、役割分担について詳細に調整

管路管理業務においては「ヒト」、「モノ」、「カネ」の問題が深刻化する

ヒト：管理に係る職員数の不足

◎管路管理業務に必要な人員の不足

◎10年後には50年経過の下水道管が
全体の約20%

◎人口減少による使用料収入の減少及び
物価高騰等による維持管理費の増加

５０年経過した下水道管延長の推移

【要望対応件数の推移（実績）】（件数）

（年度）

モノ：老朽化施設の増加

カネ：厳しい経営環境

要望対応件数が年々増加
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標準耐用年数での更新予定年度

中央処理区 南部処理区 印旛処理区 全体累計

増加

R5：50年経過
約420km(約11%)

R15：50年経過
約760km(約20%)

R25：50年経過
約1,540km(約40%)

包括的民間委託を導入し、持続的かつ
効果的・効率的な管路管理を目指す！

民間事業者の技術力・ノウハウを活用

現状のままでは、管路管理が困難になる
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２．第１期（令和５～７年度）導入の概要

・対象区域：印旛処理区のうち「稲毛海浜・真砂処理分区」（７３４ｈａ）

・対象業務：１）住民対応業務 ⇒ 要望受付、現地確認、清掃、修繕

２）計画的業務 ⇒ 管渠内調査

３）災害対応業務 ⇒ 地震時（震度５以上）における
地上部の目視調査

・対象期間：３年間（令和５年４月～令和８年３月）

・契 約 額：189,200,000円

・受 注 者：センエー・千葉市下水管路維持共同組合共同企業体

対象区域図

稲毛海浜・真砂処理分区（７３４ｈａ）

※対象となる町は、美浜区磯辺、高洲、高浜、真砂
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３．第２期下水道管路施設包括的民間委託の導入（案）

住民対応業務

・要望受付

・清掃業務

・修繕業務

計画的業務

・管渠内調査 ・重点点検

・不明水調査 ・送煙調査

設計 改築工事

管理保全業務（定型・平常業務）

下水道管路施設情報の整理
下水道管路施設情報、維持管理情報等の

整理・台帳への反映

計画の見直し
ストックマネジメント計画

下水道管路施設情報の把握
管路の属性、維持管理情報、老朽度情報
（詳細調査、健全度判定結果）、改築情報等

計画策定
ストックマネジメント計画

改築業務 災害対応業務

被害状況把握
(地震時)

管路管理の包括的民間委託における対象業務

対象業務は、「住民対応業務」「計画的業務」「災害対応業務」とする

ただし、計画的業務の内「管渠内調査」は市内全域（約180km）

対象とする業務
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◎対象とする業務



３．第２期下水道管路施設包括的民間委託の導入（案）
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・対象期間

・入札方式

「３年間」で実施 ※令和８年度導入予定

・発注方式

「仕様発注」で実施

「総合評価落札方式」で実施（※WTO対象外）

◎対象とする区域他

・対象施設（美浜区）

「公共下水道施設（本管・取付管・公共桝・人孔等）」

・対象とする区域

美浜区（2,170ha）

別添の「位置図」を
ご参照ください

「一般排水路」



５．第２期下水道管路施設包括的民間委託の導入（案）
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◎対象とする業務内容（1/3）

・住民対応業務

・要望受付、現地確認：市民からの要望を受付し、現地確認

・清掃業務：本管・取付管・公共桝・人孔等の調査・清掃

・修繕業務：本管・取付管・公共桝・人孔等の維持補修

従前：下水道施設調査清掃委託【下水道維持課】

下水道排水施設清掃業務委託【各土木事務所】

従前：下水道施設維持補修委託【下水道維持課】

道路・下水維持補修業務委託【各土木事務所】

従前：市直営対応

※２４時間３６５日連絡可能な体制とする

・その他業務：草野水路の維持補修

（フェンス補修、管理用地の陥没対応（応急復旧）、管理用地一部の草刈り等）

従前：一般排水施設等維持補修委託【下水道維持課】



５．第２期下水道管路施設包括的民間委託の導入（案）
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◎対象とする業務内容（2/3）

・住民対応業務

・「美浜区」における住民対応業務の実績 ：約230件（R３～R５年度）

住民対応業務割合

本管(22%)

・管の詰まり

・破損箇所の補修

・下水道に起因した
道路陥没の復旧

公共桝(34%)

その他(13%)

・桝の詰まり

・破損箇所の補修

・桝蓋の交換

取付管(14%)

・管の詰まり

・破損箇所の補修

・下水道に起因した
道路陥没の復旧

人孔(17%)

・人孔蓋の交換

・人孔蓋周りの舗装補修

・草野水路の維持補修



５．第２期下水道管路施設包括的民間委託の導入（案）
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◎対象とする業務内容（3/3）

・計画的業務

・管渠内調査：ストックマネジメント計画に基づくTVカメラ調査等

従前：下水道施設（管渠）調査委託【下水道維持課】

※市内全域における調査管渠延長（想定） ：約180Km（３ヶ年）

・災害対応業務

・被害状況把握：地震時（震度５以上）において、地上部（陥没・隆起・人孔

・業務委託責任者の業務

・一元的統括管理：各業務の進捗管理、関係機関との協議・調整、緊急対応への方針検討

・付加的業務：包括委託の評価及び改善提案

浮上等）の目視調査（２４時間以内）を実施

管路施設維持管理情報及び要望内容の整理

※本市との窓口となり、各業務を統括する、業務委託責任者を配置

（各業務において、主任技術者についても別途配置）



５．第２期下水道管路施設包括的民間委託の導入（案）
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◎参加資格要件
参加資格要件

業務内容業務
会社要件名簿登録

準市内業者と市内業者１社以上
を含む共同企業体

名簿登録（委託）
業種：施設等運転管理他のうち「下水道管渠内調査」
資格：千葉市又は千葉県の収集運搬業(汚泥)許可

緊急時に２時間以内に作業開始

要望受付
清掃業務

住民対応
業務

名簿登録（工事）
業種：土木一式工事
資格：緊急時に２時間以内に作業開始

修繕業務

名簿登録（委託）
業種：施設等運転管理他のうち「下水道管渠内調査」
資格：千葉市又は千葉県の収集運搬業(汚泥)許可

管渠内調査

計画的
業務

名簿登録（委託）
業種：施設等運転管理他の「下水道管渠内清掃（収集・

運搬を含む）」及び「下水道管渠内調査」
資格：千葉市又は千葉県の収集運搬業(汚泥)許可

高圧洗浄車及び４ｔ以下の揚泥車の専属使用可能

重点点検

名簿登録（委託）
業種：施設等運転管理他

流量調査
送煙調査

要望受付・清掃業務と兼務被害状況把握
災害対応
業務

※業務委託責任者は専任とする。ただし、各業務の主任技術者と兼務可能とする。

各業務の主任技術者は非専任とする。



アンケート回答のお願い
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第２期下水道管路施設包括的民間委託について、今回提示した

内容をご覧いただいた上で、別添のアンケートにご回答いただきます

ようお願いいたします。

【アンケート回答・問合せ先】

千葉市建設局下水道企画部

下水道経営課企画班

電話番号：043-245-5416
E-mail      ：keiei.COP@city.chiba.lg.jp

提出期限
令和７年３月１２日（水）正午まで

※いただいたアンケート内容については、令和７年３月に集計結果を公表する予定です



【参考】ウォーターPPPについて
◎PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年改訂版）（内閣府）

 コンセッション方式(レベル4)及び管理・更新一体マネジメント方式(レベル3.5)の総称を「ウォーターPPP」

 水道、工業用水道、下水道について「ウォーターPPP」の導入拡大を図り、PPP/PFI推進アクションプラン

期間である令和13年度までに100件の具体化を狙う

10※下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン 第1.2版（国土交通省）抜粋
国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000585.html



【参考】ウォーターPPPについて

国のガイドライン等を踏まえながら、令和１１年度以降の

導入開始に向けて、対象区域などのスキームを検討する

※下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン 第1.2版（国土交通省）抜粋
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